
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
人体を模擬する超音波用ファントムにおいて、
超音波を透過する材質で形成され、狭い幅の収納部及び広い幅の収納部とを連設したベー
ス部材と、
前記両収納部に収納され、人体臓器を模擬する１つ以上の模擬臓器と、
前記模擬臓器の周囲を充填するように配置され、超音波を透過するゼリー状部材と、
を設けたことを特徴とする超音波用ファントム。
【請求項２】
前記ベース部材には、さらに血管及び脊椎を模擬する管状空洞が設けてあることを特徴と
する請求項１に記載の超音波用ファントム。
【請求項３】
前記両収納部には少なくとも１つの模擬臓器を埋め込んだゼリー状部材のブロックを着脱
自在に収納したことを特徴とする請求項１に記載の超音波用ファントム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は人体を模擬したもので、超音波内視鏡により擬似的に体腔内を検査するための教
育用に適した超音波用ファントムに関する。
【０００２】
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【従来の技術】
従来、超音波用ファントムとしては例えば特公昭６３－４００９７号公報がある。この従
来例では、ケース内に生体組織とほぼ等しい超音波伝搬速度等を持つ超音波伝搬媒体を内
蔵し、超音波診断装置の調整や試験に用いられるものがあった。
【０００３】
一方、最近では超音波内視鏡は体腔内の診断に対して広く採用されるようになったが、体
腔内に超音波内視鏡を挿入し、検査対象の部位に円滑に導入するためには、経験が必要と
なる。
【０００４】
【特許文献１】
特公昭６３－４００９７号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
この場合、実際に人の体腔内に挿入する機会を多くすることが望まれるが現状では困難で
あり、超音波内視鏡の習熟に時間がかかっていた。そこで、体腔内を模擬的に実現して教
育用に或いは教材として手軽に使用できるようにしたモデル装置、つまり教育用の超音波
用ファントムがあると便利であるが、これまでは教育用の超音波用ファントムは存在しな
かった。
【０００６】
（発明の目的）
本発明は、上述した点に鑑みてなされたもので、教育用として、人体を模擬化した超音波
用ファントムを提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
人体を模擬する超音波用ファントムにおいて、
超音波を透過する材質で形成され、狭い幅の収納部及び広い幅の収納部とを連設したベー
ス部材と、
前記両収納部に収納され、人体臓器を模擬する１つ以上の模擬臓器と、
前記模擬臓器の周囲を充填するように配置され、超音波を透過するゼリー状部材と、
を設けたことにより、この超音波用ファントムに超音波内視鏡を挿入した場合には実際に
体腔内に挿入した場合と類似した超音波画像が得られ、教育用（教材）としては十分な機
能及び特性を持つ。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）
図１ないし図６は本発明の第１の実施の形態に係り、図１は第１の実施の形態の超音波用
ファントムを示し、図２は図１の断面構造を示し、図３及び図４は食道の固定部の構造を
示し、図５及び図６は粘膜を除去する治具を示す。
【０００９】
図１に示すように本発明の第１の実施の形態の超音波用ファントム１は、略人体の一部の
形状を模擬したベースとなる台座２と、この台座２における例えば上面側に設けた収納部
３ａ、３ｂに挿脱自在に収納される人体臓器を模擬（擬似）した模擬臓器（擬似臓器）４
、５、６と、模擬臓器４、５、６の周囲に充填されて固定するように収納されるゼリー状
部材（ゲル状部材）７とを有する。
【００１０】
この台座２は超音波を透過する例えばゴム等の材質で、図１に示すように人体における首
付近から腹部付近までの形状を模擬するように略四角形状のブロックで形成され、その上
面側には適度の深さを持つようにした、狭い幅の収納部３ａと、この収納部３ａの端部（
後端とする）を例えば段差状に広げた広い幅の収納部３ｂとが連設して形成されている。
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【００１１】
また、台座２における収納部３ａの前端部分を形成する壁部には、その外表面から収納部
３ａに連通する連通孔を設けて挿入孔８を形成し、この挿入孔８には図３にも示す食道模
擬臓器４ａの前端側が食道固定チューブ９により固定される。
【００１２】
そして、この食道模擬臓器４ａの前端側から図１に示す超音波内視鏡１１の挿入部１２の
先端部１３側を挿入できるようにしている。
この食道模擬臓器４ａは、その後端側に胃模擬臓器４ｂが連設されて模擬臓器４を形成し
ている。
【００１３】
この模擬臓器４は、例えば動物の内臓器、より具体的には豚の食道及び胃臓器が採用され
、豚の食道及び胃臓器により人体の食道及びその後端の胃を模擬する模擬臓器としている
。
【００１４】
この場合、食道模擬臓器４ａは細長い形状であるため、幅の狭い収納部３ａ内に収納され
、また胃模擬臓器４ｂは幅が広い形状であるため、幅の広い収納部３ｂに収納される。
また、この模擬臓器４の周囲には、他の模擬臓器５や、例えば穿刺生検の対象物となるリ
ンパ節を擬似化したリンパ節模擬臓器６が配置される。
【００１５】
この場合、他の模擬臓器５やリンパ節模擬臓器６は、ゼリー状部材７の中に埋め込まれた
ブロック１４、１５の状態で収納できるようにしている。なお、リンパ節模擬臓器６はブ
ドウ等の果実により音響的に実際のリンパ節を模擬できるようにしている。
【００１６】
本実施の形態は、幅の狭い収納部３ａは人体における主に食道を動物内蔵器で模擬した食
道模擬臓器４ａを収納する空間とその周辺臓器（リンパ節模擬臓器６や図示しない気管支
を模擬する筒体）を収納する空間となり、また幅の広い収納部３ｂは人体における胃及び
その付近の内蔵物を模擬した胃模擬臓器４ｂ等の模擬臓器を収納する空間となっている。
【００１７】
そして、収納部３ａ、３ｂにおける模擬臓器４、５、６の周囲は超音波を透過する寒天、
或いはゼラチン等のゼリー状部材７が充填され、模擬臓器４、５、６を固定する。なお、
ゼリー状部材７は調合時の配水量に依って硬度を可変に出来るといった効果をも奏する。
本実施の形態では粉末寒天４ｇに対し、水量９００ｃｃが最適であった。
【００１８】
このように本実施の形態では人体における食道から胃周辺部に至る部分の主要な臓器を過
不足なく収納できるように、台座２における前端側に幅の狭い収納部３ａを，そして後端
側に幅の広い収納部３ｂを形成し、各収納部３ａ、３ｂに食道模擬臓器４ａ及び胃模擬臓
器４ｂ等の主要な模擬臓器を収納し、その周囲を少ないゼリー状部材７を充填すれば済む
ようにしている。
【００１９】
つまり、大きすぎる収納部を設けた場合には、大量のゼリー状部材７が必要となって準備
に手間がかかるとか、またゼリー状部材７が固まるまでに時間がかかるが、必要最小限の
ゼリー状部材７を用いることにより、その欠点を解消ないしは軽減できるようにしている
。
【００２０】
また、上述のようにリンパ節模擬臓器６等をゼリー状部材７に埋め込んだ固化された状態
のブロック１５のようにすることにより、リンパ節模擬臓器６等が損傷した場合には、そ
れを含むブロック１５毎交換することにより、簡単な作業かつ短時間で超音波用ファント
ム１として再使用ができるようにして、繰り返しの使用が簡単にできるようにすると共に
、手軽に使用できる教材としての機能を十分に備えたものにしている。
【００２１】
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本実施の形態では、食道模擬臓器４ａ内に超音波内視鏡１１の挿入部１２を挿入し、その
際その挿入部１２内に設けたチャンネル内に穿刺用処置具を挿通し、穿刺用処置具により
食道模擬臓器４ａを貫通させてその周囲のリンパ節模擬臓器６に対して穿刺する模擬処置
も行えるようにしている。
【００２２】
つまり、本超音波用ファントム１は超音波内視鏡１１を挿入して、その超音波画像下の穿
刺手技教育の教材として使うことができる。この場合、穿刺対象となるリンパ節模擬臓器
６は何回か穿刺すると、穿刺対象部が痛み、教材として使用できなくなる。
【００２３】
そうした場合、穿刺対象部分のみを簡単に交換できるようにファントム１をブロックに分
けて構成できる仕様にしている。
例えば、リンパ節模擬臓器６は穿刺により損傷しやすく、損傷した場合には上述したよう
にブロック１５毎交換することにより、簡単に再使用ができる状態に設定することができ
る。
【００２４】
このようにファントム１を、台座２にブロック１４、１５を収納して構成できるようにす
ることにより、簡単な作業で繰り返しの使用ができ、教材に適した機能を持つことができ
るようにしている。
【００２５】
図２は例えば収納部３ｂでの超音波用ファントム１の内部構造を示し、胃模擬臓器４ｂの
周囲はゼリー状部材７が充填され、また胃周囲の模擬臓器５及びリンパ節模擬臓器６はブ
ロック１４、１５化された状態で着脱可能に収納できるようにしている。
【００２６】
そして、上記挿入孔８に食道固定チューブ９を介して食道模擬臓器４ａを取り付けること
により、この食道模擬臓器４ａには超音波内視鏡１１の挿入部１２をその先端部１３側か
ら挿入し、内視鏡診断とその内視鏡による光学系の観察下で超音波診断画像も得られるよ
うにしている。
【００２７】
また、本実施の形態では台座２における収納部３ａ、３ｂの下側の部分には人体の血管を
模擬した管状の血管模擬空洞１７と、脊椎を模擬した例えば管状の脊椎模擬空洞１８とが
設けてある。
【００２８】
この場合、血管模擬空洞１７には流体を流すことができるように流体を通すチューブを挿
通したり、血管模擬空洞１７の両端にバケツ９８の中の流体９５をポンプ９７によって通
すチューブ９９を接続したりして、音響的（より具体的には超音波的）に血管とほぼ等価
な特性に設定できるようにしている。
【００２９】
なお、バケツ９８の中の流体９５には、超音波を反射するマイクロバブル９４が混入され
、またポンプ９７に吸引されない程度の大きさの氷９６が混入されて冷たくしてある。氷
９６の混入により、流体９５が冷却され、台座２とその内容物が冷却されるので、内容物
の防腐に役立っている。
【００３０】
また、脊椎模擬空洞１８は管状の空洞として、音響的には超音波を透過しない特性を持つ
ように簡単な構成で設定できるようにしている。
このように台座２側にも人体における血管と脊椎を模擬した血管模擬空洞１７と脊椎模擬
空洞１８とを設けることにより、このファントム１に超音波内視鏡１１を挿入した場合に
は，実際の人体の食道内に挿入した場合とほぼ類似した超音波画像を得ることができるよ
うにして、体腔内を模擬した教材として使用できるようにしている。
【００３１】
また、図２に示すように収納部３ａ、３ｂに模擬臓器４、５、６やゼリー状部材７を充填
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後、その上面をエコーゼリー（超音波ゼリー）１９で覆うようにしている。このようにエ
コーゼリー１９で覆うことにより、ゼリー状部材７等による水分の蒸発防止や、収納物の
腐敗防止を行えるようにしている。なお、ゼリー状部材７には硬化時に、ペニシリン系防
腐剤や防カビ剤、ヨード系消毒液（商品名例：イソジン）を混入させ、防腐効果を持たせ
ても良い。
【００３２】
次に図３を参照して、食道模擬臓器４ａを挿入孔８に取り付ける構造を説明する。
本実施の形態では、人体の食道及び胃の臓器を忠実に模擬できるように動物臓器を使用し
ているため、実際に使用する動物臓器における食道模擬臓器４ａの大きさが一定していな
い。
【００３３】
この場合においても、簡単に挿入孔８に取り付けができるように、挿入孔８に取り付ける
食道固定チューブ９として、図３（Ａ）に示すように段差状に外径が変化したものを採用
し、実際に使用する食道模擬臓器４ａの内径に合った外径部分でバインダ２１等で固定す
るようにしている。
【００３４】
このようにすることにより、実際に使用する食道模擬臓器４ａの大きさが一定していない
場合でも、食道固定チューブ９を用いて簡単に挿入孔８に固定できるようにしている。
【００３５】
なお、図３（Ｂ）に示す変形例のようにして挿入孔８に固定しても良い。図３（Ｂ）では
、図３（Ａ）のように段差状にした食道固定チューブ９に食道模擬臓器４ａの前端側を固
定し、この食道固定チューブ９をさらに挿入孔８に取付可能なサイズのアタッチメント２
２を介して挿入孔８に固定するようにしたものである。
【００３６】
また、図３（Ａ）に示す食道固定チューブ９を用いて、図４（Ａ）、図４（Ｂ）に示すよ
うにして挿入孔８に固定するようにしても良い。
図４（Ａ）に示すように食道固定チューブ９の外径が大きい方の開口端を食道模擬臓器４
ａの前端側に対向させ、図４（Ｂ）に示すように食道模擬臓器４ａを食道固定チューブ９
内を貫通させた後、折り返してその食道模擬臓器４ａの内径より大きい位置で食道固定チ
ューブ９にバインダ２１等で固定する。
【００３７】
なお、図４の場合には、図３の場合とは逆方向に、つまり超音波内視鏡１１は右側から挿
入されることになる。
図４の場合には、超音波内視鏡１１をその先端部１３側から挿入してその深部側に導入す
る作業中において、食道模擬臓器４ａとの間で摩擦力が作用したような場合においても、
食道模擬臓器４ａが挿入孔８に取り付ける食道固定チューブ９が脱落してしまうようなこ
とを防止できる。
【００３８】
上述のように本実施の形態では人体の食道及び胃を模擬するものとして動物臓器を採用し
ているので、実際にはその動物臓器により強い臭気が伴う。このため、本実施の形態では
、その臭気の主原因となる模擬臓器４を開閉して、その粘膜を除去し、粘膜除去後に開閉
した部分を縫い合わせ、或いは接続接合等して人体の食道及び胃を模擬する模擬臓器４と
して使用するようにしている。
このように動物臓器の粘膜除去により、その臭気を大幅に軽減して、実際の人体の食道及
び胃を忠実に模擬するものとして使用できるようにしている。
【００３９】
この場合の粘膜除去を行う治具３１を図５に示す。図５（Ａ）は治具３１の側面図、図５
（Ｂ）は正面拡大図、図５（Ｃ）は平面図を示す。
この治具３１は細長い板形状で、その後端側は把持部３２となり、この把持部３２より前
方の部分の一方の面に、その長手方向に沿って多数の凹凸部３３を設けて粘膜除去部３４
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が形成している。そして、この粘膜除去部３４を粘膜に押し付けた状態で移動する操作を
行うことにより、粘膜を除去することができるようにしている。
【００４０】
なお、この場合のサイズとしては、図５（Ａ）に示すように治具３１の全長Ｌは２０～３
０ｃｍ、把持部３２の長さＬ１は１０ｃｍ程度である。
また、図５（Ｂ）に示すように粘膜除去部３４は、その幅Ｗが１ｃｍ、厚みＴが０．５ｍ
ｍ、凹凸部の高さＨが０．５ｍｍ程度である。なお、この場合における凹凸部３３は４角
推状に形成されたものとなっている。
図５に示す粘膜除去部３４を設けた治具３１を用いることにより、効率良く悪臭の原因と
なる粘膜を除去することができる。
【００４１】
動物臓器をファントム１に用いる際、特に胃臓器の粘膜除去を行う必要があるが、従来は
専用の工具がないためピンセットで行っていたが、それでは胃の粘膜を除去するのに多く
の時間を要していたが、図５に示すように多数の凹凸部３３を設けた治具３１を用いるこ
とにより、従来よりはるかに短時間で胃の粘膜除去が行える。
【００４２】
図６は変形例の治具３１′を示す。この治具３１′は基本的には図５の治具３１において
、多数の凹凸部３３を設けた面とは反対側の面にさらにその長手方向に沿って、例えば鋸
歯状となる多数の凹凸部３６を設けて粘膜除去部３４′を形成している。
【００４３】
以上説明したように本実施の形態によれば、人体を模擬したファントム１の挿入孔８に超
音波内視鏡１１を挿入でき、その挿入により実際の食道内に挿入した如くに類似した超音
波画像を得ることが手軽にでき、このファントム１を教材として使用することにより、超
音波内視鏡１１による挿入手技等を向上させる環境を手軽に実現できる。
【００４４】
また、損傷し易い模擬臓器等をゼリー状部材の内部に埋め込んでブロック化しているので
、模擬臓器が損傷した場合にも、その模擬臓器を含むブロック毎新しいものに交換するこ
とにより、簡単かつ短時間に、再使用ができる。つまり、繰り返し使用することが簡単に
できる。また、メンテナンスもし易い。
【００４５】
また、穿刺処置を行うこともでき、手軽に超音波診断画像下での穿刺処置が可能なため、
その手技を向上する支援ができる。カラードップラ機能付きの超音波観測装置を用いれば
、血管模擬空洞１７を通る液体をカラー描出可能となり、血管を避けて、かつ脊椎模擬空
洞１８を脊椎としたメルクマールとした穿刺手技の習得も可能となっている。
また、穿刺処置がされる模擬臓器は果実等で形成できるので、損傷しても手軽かつ低コス
トで交換して使用できる。
【００４６】
また、本実施の形態では、食道模擬臓器と胃模擬臓器としては，動物臓器を採用している
ので、人体の場合と殆ど同等の挿入特性や音響的特性等を実現でき、挿入等の手技の向上
に資する。
【００４７】
（第２の実施の形態）
次に図７を参照して本発明の第２の実施の形態を説明する。図７は第２の実施の形態にお
ける台座４２を示す。この台座４２は図１に示した台座４２において、収納部３ａ、３ｂ
を形成した部分の周囲、つまり図７の２点鎖線で示し、その上面部分をハッチングで示し
た部分４３を超音波をあまり減衰することなく透過する、つまり減衰率の低い柔らかい材
質で形成し、ハッチングで示した部分４３よりも外側の部分４４をハッチングで示した部
分４３よりも超音波の減衰率の高い硬い材質で形成している。
【００４８】
なお、台座４２には、図示しない置台（机等）に木ねじ等で固定するための複数の孔１０
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０が空いている。
その他は第１の実施の形態と同様である。
【００４９】
このような構成の台座４２を用いて超音波用ファントムを製造することにより、台座４２
の強度が増し、教材として求められる主要な機能、つまり長期間の使用にも耐性を有する
と共に、移動などでの発生しうる損傷の防止、繰り返しの使用にも十分な耐性を有するよ
うになり、教材としてより適切に使用できる。その他は第１の実施の形態と同様の効果を
有する。
【００５０】
なお、図７において、深さ方向に関しても収納部３ａ、３ｂの周囲となる部分の材質を特
に柔らかい材質の部材で形成しても良い。
【００５１】
また、収納部３ａ、３ｂの形状に関して、図１及び図７では一定の深さで示しているが、
内部に収納する臓器の形状に合わせて曲面等の形状にしても良い。特に図７の場合には、
収納部３ａや３ｂの底面側を柔らかい材質の部材でその内側に収納される模擬臓器の形状
に合わせた形状にすることにより、模擬臓器を位置決め収納することが容易になり、製造
もより簡単になる。
【００５２】
また、収納部３ａと３ｂとの境界部分は図１或いは図７では段差状に変化しているが、こ
れに限定されるものでなく、テーパ状などや曲面状などで変化する形状にしても良い。ま
た、図７の一点鎖線で図示するように、台座４２の不要な領域を削除しコスト低減と軽量
化を図っても良い。
【００５３】
なお、上述の説明では内視鏡の機能を備え、超音波を送受信する超音波トランスジューザ
を先端部内に内蔵した超音波内視鏡のための教育用ないしは教材としての超音波ファント
ムを説明したが、内視鏡の機能を有しない超音波プローブのための超音波ファントムとし
ても利用できる。
【００５４】
［付記］
１．人体を模擬する超音波用ファントムにおいて、
超音波を透過する材質で形成され、超音波プローブ又は超音波内視鏡が挿入される挿入孔
に連通する狭い幅の収納部及び広い幅の収納部とを連設したベース部材と、
前記両収納部に収納され、人体臓器を模擬する１つ以上の模擬臓器と、
前記模擬臓器の周囲を充填するように配置され、超音波を透過するゼリー状部材と、
を設けたことを特徴とする超音波用ファントム。
【００５５】
２．付記１において、前記挿入孔には動物臓器で模擬した食道臓器部分が取り付けられる
。
３．付記１において、前記収納部を設けた前記ベース部材には、血管及び脊椎を模擬した
空洞が設けてある。
４．付記１において、前記収納部には少なくとも１つの模擬臓器をゼリー状部材内に埋め
込んだブロックが収納可能である。
【００５６】
５．付記２において、前記動物臓器は臭気の強い粘膜部分を除去して前記収納部内に収納
される。
６．付記２において、前記食道臓器部分は外径を段差状等で形成した固定チューブを介し
て前記挿入孔に固定される。
７．付記１において、前記ベース部材は前記収納部が形成された部分の周囲を超音波を透
過する柔らかい材質の第１の部材で、さらにその周囲を前記第１の部材よりも硬い材質の
第２の部材で覆われる。
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【００５７】
８．超音波を透過する材質で形成されたベース部材に、超音波プローブ又は超音波内視鏡
が挿入される挿入孔に連通する狭い幅の収納部及び広い幅の収納部とを連設する工程と、
前記両収納部に、人体臓器を模擬する１つ以上の模擬臓器を収納する工程と、
前記模擬臓器の周囲を充填するようにして、超音波を透過するゼリー状部材を充填する工
程と、
を備えて超音波用ファントムを製造する超音波用ファントムの製造方法。
９．付記８において、さらにベース部材に血管及び脊椎を模擬した空洞が設ける工程を有
する。
【００５８】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、人体を模擬する超音波用ファントムにおいて、
超音波を透過する材質で形成され、狭い幅の収納部及び広い幅の収納部とを連設したベー
ス部材と、
前記両収納部に収納され、人体臓器を模擬する１つ以上の模擬臓器と、
前記模擬臓器の周囲を充填するように配置され、超音波を透過するゼリー状部材と、
を設けているので、この超音波用ファントムに超音波内視鏡を挿入した場合には実際に体
腔内に挿入した場合と類似した超音波画像が得られ、手軽に使用でき、教育用（教材）と
しては十分な機能及び特性を持つ。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の超音波用ファントムの概略の構成を示す斜視図。
【図２】図１の構造を示す断面図。
【図３】食道の固定部の構造を示す説明図。
【図４】変形例における食道の固定部の構造を示す説明図。
【図５】粘膜を除去する治具を示す図。
【図６】変形例における粘膜を除去する治具を示す斜視図。
【図７】本発明の第２の実施の形態の超音波用ファントムにおける台座部分の構成を示す
斜視図。
【符号の説明】
１…超音波用ファントム
２…台座
３ａ、３ｂ…収納部
４、５，６…模擬臓器
７…ゼリー状部材
８…挿入孔
９…食道固定チューブ
１１…超音波内視鏡
１２…挿入部
１３…先端部
１４、１５…ブロック
１７…血管模擬空洞
１８…脊椎模擬空洞
１９…エコーゼリー
３１…治具
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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